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4月17日　NHK教育テレビ『天才てれびくんMAX』に
生出演した子どもたち

特別委員会の　　
　　報告をします
特別委員会の　　
　　報告をします
特別委員会の　　
　　報告をします

農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」問題調査特別委員会

　農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」問題に係る農業振興地域整備計画変更申出に関する事項、
及び同問題に係る伊賀市農業振興地域整備促進協議会議事録に関する事項を調べる必要がある事から、平成19年9
月20日に特別委員会が設置されました。�
　委員会では20回の会議を開催し、調査を行ってきました。うち、証人、参考人の聞き取り調査を8回を行ってき
た結果、次のとおり委員長報告がされました。〈本文抜粋〉�
（前略）本委員会の調査の中で判明した事は、伊賀市農業振興地域整備促進協議会副会長である市議会議員中岡久
徳氏が農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」が事業主体である二つの事業に深く関与している事実
である。（中略）議員の身分にあるものが、民間の許認可事業に深く関与していたことは、非常に残念（中略）こ
の様なことが二度と起こることのないよう、議会として、伊賀市議会議員政治倫理条例において懲罰を科すること
ができるよう改正を行うべきであると考える。�
　また、市長に対して次のとおり２点を要請しました。（本文抜粋）�
・これらの問題において、権限を行使するものが取った行動や政策において、責任を負い、その所在を外部に向か

って公開する（中略）説明責任を果たし、旧態依然とした組織風土を抜本的に改革すること。�
・（前略）議員等の口利きに対応するための「職員に対する働きかけに関する取扱要綱」はあるものの、実質機能

しているとは考えがたい。よって、当該要綱を充実させるとともに、伊賀市議会基本条例第８条第１項第４号で
規定した「議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、
対応及び経過等を記録した文書を作成する」ことを行政職員に対し実効されるよう指導するとともに、（中略）
法令順守を徹底させること。�

　最後に、我々議員は、本委員会調査結果を真摯に受け止め、伊賀市自治基本条例第41条でいう「議員の責務」を
旨に行動すべきであることを再認識させられたところである。�

平成20年2月27日　　�
�
　　委 員 長：勝矢�
　　副委員長：本村�
　　委　　員：松村、奥、坂井、安本、小丸

前総務部長問題調査特別委員会

　前総務部長の不祥事に関して、市議会として、市民
への説明責任を果たすがため、その事実関係の調査を
行うため1月15日に設置されました�
　これまで10回の委員会を開催し、3名から事情を聞
くなどし、次とおり委員長報告がされました。（本文
抜粋）�
（前略）市長は、市幹部の登用などにあたっては、今
回の事件を教訓に、慎重な人選を行われるよう強く望
むとともに、長谷川を市の要職に任命した責任につい
ては、市民への説明責任と市民に見えるかたちでの責
任を全うされたい。�
　最後に委員会として、市長に対し、長谷川の事件の
舞台となったのが、市役所内であり、且つ、税金に関
しての詐欺であったことを重く受け止め、徹底した再
発防止策を早期に講じられ、また、職員に対しては、
公務員としての倫理観の向上とコンプライアンス、い
わゆる、順法精神の涵養に努められんことを強く求め
るものである。�

平成20年3月25日�
　�
　　委 員 長：山岡�
　　副委員長：宮崎�
　　委　　員：北出、大西、土井、英

庁舎建設問題特別委員会

　伊賀市の事業計画の一つとして庁舎建設があります。�
　議会として、市民の安心・安全な暮らしを支える庁�
舎建設に関して、位置、規模、資金計画などを含め�
た調査、研究及び審査を行うため、庁舎建設問題特別委員
会は、10名の議員で平成19年9月28日に設置されました。
　委員長報告では、2月18日に、川越町、鈴鹿市の庁舎を
視察した、建設概要など、詳細な内容が報告されました。
�
平成20年3月25日�

委 員 長：葛原　�
副委員長：恒岡�
委　　員：北出、松村、今井由、大西、桃井、土井、　　

馬場、森岡、

皆さんからのご意見・ご感想をお待ちしております。
TEL（0595）22-9687　／　FAX（0595）24-7901

▲平成19年1月に竣工した川越町庁舎
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平成20年
第4回臨時会

議　長に　森岡昭二　氏

副議長に　森　正敏　氏

議　長に　森岡昭二　氏

副議長に　森　正敏　氏
を選出

平成20年4月15日、第4回伊賀市議会（臨時会）が開催され、議会役員の改選に伴い、正・副議長選挙、
議会選出の監査委員の選任同意ほか、各常任委員長副委員長等の選任が行われました。�

新役員選出の結果、議長に森岡昭二氏、副議長に森　正敏氏が当選しました。また、議会選出の監査委員
として、勝矢節義氏の選任に同意しました。

議会の新役員体制が決まりました議会の新役員体制が決まりました議会の新役員体制が決まりました

勝矢　節義　議会選出監査委員 森　　正敏　副議長 森岡　昭二　議長
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議案第43号� 伊賀市地区市民センター条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第44号� 伊賀市手数料条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第45号� 伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第46号� 伊賀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第47号� 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例及び伊賀市健診センター設置条例の一部改正について � 全会一致� 可決�
議案第48号� 伊賀市特別会計条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：後期高齢者医療制度から特別会計として独立したもので制度自体が反対（森永）�
議案第49号� 伊賀市立上野総合市民病院の診療報酬額の基準及び使用料、手数料等に関する条例の一部改正について� 全会一致� 可決�
議案第50号� 伊賀市集会施設条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第51号� 伊賀市建築基準法関係手数料条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：物価の値上がりで市民の生活が大変、このような時、公共料金の値上げはさけるべき（森永）�
議案第52号� 伊賀市営住宅管理条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第53号� 伊賀市田端達郎奨学基金の設置及び管理に関する条例の廃止について� � 全会一致� 可決�
議案第54号� 伊賀市子ども読書活動推進計画の策定について� � 全会一致� 可決�
議案第55号� 伊賀市水道事業基本計画の策定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：無駄な川上ダム事業のみに頼った伊賀市水道計画に反対　　　�
議案第58号� 市営土地改良事業の施行について� � 全会一致� 可決�
議案第59号� 市営土地改良事業の経費の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法を定めることについて� 全会一致� 可決�
議案第60号� 伊賀市土地開発公社定款の一部変更について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�
議案第61号� 市道路線の認定について� � 全会一致� 可決�
議案第62号� 市道路線の変更について� � 全会一致� 可決�
議案第63号� 平成１９年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第４号）� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：宮崎・葛原　
議案第64号� 伊賀市国民健康保険給付費支払準備基金条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第65号� 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例等の一部改正について� � 全会一致� 可決　
議案第66号� 伊賀市国民健康保険条例の一部改正について　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　 　　　　　  全会一致� 可決
議案第67号� 伊賀市公民館条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第68号� 指定管理者の指定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：大西・森永
　　　　　　　　　反対理由：児童クラブはきちんと行政がみるべきであり指定管理制度には反対（森永）　　　    
議案第69号� 指定管理者の指定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：大西・中岡・森永　　
議案第70号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第71号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第72号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第73号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第74号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第75号� 伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決

発議第2号� 道路特定財源の確保を求める意見書（案）の提出について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永　森野       　　欠席議員：宮崎　　
　　　　　　　　　反対理由：10年間で59兆円という無駄な事業はやめ、一般財源で伊賀市に必要な事業の推進を（森永）　　
　　　　　　　　　　　　　　透明性をもってもっと議論すべき（森野）　　
発議第３号� 三重県ごみ固形燃料発電所ＲＤＦ処理委託料値上げ等に反対する意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決
発議第４号� 賃金不払残業と過重労働による健康障害の解消を求める意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決
　　　　　　　　　退席した議員　本城・山岡・小丸
発議第５号� 有害物質が確認された既存処理施設における廃棄物の全量撤去を求める意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決

継続審査となっていた請願第25号　養鶏場による生活環境水準悪化に伴う行政指導の強化を求めることについて� 起立多数� 不採択
　　　　　　　教育民生常任委員会の結果：不採択とすべきものになり、それを本会議に報告をしました。
　　　　　　　本会議で審議をした結果： 不採択の報告に対し、下記の議員が反対しました。
　　　　　         　本城・森本・今井由・坂井・中本・恒岡・森岡・森永・安本・山岡・森野
　　　　　　　　　理由：三者協議でうまく進められないから請願が出されているのに、採択すべき（恒岡）
　　　　　　　　　　　　地元の人は非常に悩まれ不安があるので請願が出された。ぜひ採択すべき（安本）
　　　　　　　　　　　　行政にきちんと対応をさせる意味合いから採択をすべき（森永）　　　　　　　　　　
請願第29号　賃金不払残業と過重労働による健康障害の解消に関する請願書� � 起立多数� 採択
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：本城・山岡・小丸
請願第30号　有害物質が確認された既存処理施設における廃棄物の全量撤去を求める請願� � 全会一致� 採択

議案番号 審査した委員会 議決結果案　　　　　　件
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◎は委員長、○は副委員長
各常任委員、議会運営委員、一部事務組合議員
などは、次のとおり決まりました。議 会 構 成議 会 構 成

田山　宏弥、渡久山カナエ、森本　　勉、森永　勝二、森野　廣榮

◎中本　徳子、○森永　勝二、　森　　正敏、
　恒岡　弘二、　土井　裕子、　英　　成樹、
　宮埼　由隆、　森岡　昭二、　本村幸四郎

◎北出　忠良、○田山　宏弥、木津　直樹、
　大西　保定、　桃井　隆子、安本美栄子、
　小丸　勍司、　森野　廣榮、葛原　香積

◎今井　博昭、○渡久山カナエ、
　森本　　勉、　今井　由輝、　坂井　　悟
　中岡　久徳、　馬場登代光、　前川　款昭

◎空森　栄幸、○松村　頼清、本城　善昭、
　前田　孝也、　岩田　佐俊、奥　　邦雄、
　勝矢　節義、　山岡　耕道

【伊賀市・名張市広域行政事務組合】8人�
北出　忠良、空森　栄幸、森　　正敏、今井　博昭、
中本　徳子、恒岡　弘二、森岡　昭二、前川　款昭

◎恒岡　弘二、○馬場登代光、田山　宏弥、木津　直樹、大西　保定、
　土井　裕子、　安本美栄子、葛原　香積

【三重県後期高齢者医療広域連合】1人�
森岡昭二

【伊賀南部環境衛生事務組合】4人�
本城善昭、宮崎由隆、山岡耕道、森野廣榮

爽風クラブ　３人�　　　　　　◎北出　忠良、木津　直樹、松村　頼清�
清風クラブ　３人�　　　　　　◎今井　博昭、大西　保定、中岡　久徳�
公明党　　　３人�　　　　　　◎本村幸四郎、渡久山カナエ、土井　裕子�
維新の会　　５人�　　　　　　◎今井　由輝、本城　善昭、中本　徳子、安本美栄子、山岡　耕道�
親和クラブ　４人�　　　　　　◎奥　　邦雄、前田　孝也、英　　成樹、馬場登代光�
絆　会　　　３人�　　　　　　◎小丸　勍司、恒岡　弘二、森野　廣榮�
爽政クラブ　４人�　　　　　　◎空森　栄幸、田山　宏弥、森　　正敏、岩田　佐俊　�
改革クラブ　４人�　　　　　　◎桃井　隆子、坂井　　悟、宮崎　由隆、葛原　香積�
会派に所属していない議員　４人�　　森本　　勉（市民クラブ）、勝矢　節義、
　　　　　　　　　　　　　　　　森永　勝二（日本共産党）、前川　款昭（市民クラブ）

総　務　常任委員会　9人総　務　常任委員会　9人 教育民生常任委員会　9人教育民生常任委員会　9人

建設水道常任委員会　8人建設水道常任委員会　8人産業経済常任委員会　8人産業経済常任委員会　8人

議会運営委員会　8人議会運営委員会　8人

広報委員会　5人広報委員会　5人

組合議会議員組合議会議員

会派名及び構成議員の一部変更がありました。会派名及び構成議員の一部変更がありました。

伊賀市議会だより 2008.5.1

3月定例会議案等の審議結果をお知らせします！3月定例会議案等の審議結果をお知らせします！
３月定例会での提出案件は、市長提出議案71件、議員提出議案４件、請願４件〔（継続審査を含む）本人より取
り下げ１件〕でした。

議案番号
審査した委員会

議決結果案　　　　　　件
議案第3号� 平成20年度三重県伊賀市一般会計予算 � � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永・小丸　　　　　
　　　　　　　　　反対理由：新築３年の友生小学校で造成工事はおかしいのではないか（小丸）
　　　　　　　　　川上ダム、同和事業等推進と、生活保護者への夏季冬季見舞支給手当の廃止など弱者に厳しい予算（森永）�
議案第4号� 平成20年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：65歳から74歳の国保税を年金からひくことに反対。また、国保税を下げるべきである�
議案第5号� 平成20年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第6号� 平成20年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第7号� 平成20年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第8号� 平成20年度三重県伊賀市老人保健特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第9号� 平成20年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：サービスが低下している�
議案第10号� 平成20年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第11号� 平成20年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第12号� 平成20年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第13号� 平成20年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第14号� 平成20年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：北出・木津・奥・勝矢・土井・宮崎・本村・葛原
　　　　　　　　　反対理由：事業には理解をするが、市民への説明が不十分で理解を得られていない（本村）
　　　　　　　　　　　　　　弱者を考えると、３階・４階に施設を入れることは反対（宮崎）�
議案第15号� 平成20年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森・森永
　　　　　　　　　反対理由：７５歳以上の差別医療を進める医療制度に反対（森永）�
議案第16号� 平成20年度三重県伊賀市病院事業会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第17号� 平成20年度三重県伊賀市水道事業会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第18号� 平成20年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第19号� 平成20年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第20号� 平成19年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第21号� 平成19年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第22号� 平成19年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決
議案第23号� 平成19年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第24号� 平成19年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）� � 全会一致� 可決�
議案第25号� 平成19年度三重県伊賀市老人保健特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第26号� 平成19年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第27号� 平成19年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第28号� 平成19年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第29号� 平成19年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第30号� 平成19年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計補正予算（第２号）� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　　　賛成しなかった議員：宮崎・葛原�
議案第31号� 平成19年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第32号� 平成19年度三重県伊賀市水道事業会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第33号� 平成19年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算（第１号）� � 全会一致� 可決�
議案第34号� 平成19年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第35号� 伊賀市柘植財産区議会設置条例の制定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�
議案第36号� 伊賀市教育行政評価委員会の設置に関する条例の制定について� � 全会一致� 可決
議案第37号� 伊賀市特別用途地区建築条例の制定について� � 全会一致� 可決�
議案第38号� 行政組織変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：土井・本村�
議案第39号� 伊賀市男女共同参画推進条例等の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員:中岡　　　　�
議案第40号� 伊賀市土地開発基金条例の一部改正について� � 起立多数� 可決 
　　　　　　　　　賛成しなかった議員:中岡　�
議案第41号� 伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について� � 起立多数� 可決　
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永・森野
　　　　　　　　　反対理由：職員の休憩時間が減ることに反対（森永）�
議案第42号� 伊賀市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�

■市長提出議案

平成20年4月18日現在
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　伊賀市議会では、３月定例会の
み、施政方針・予算編成方針及び
教育行政方針について、代表質問
ができます。この代表質問制度は、
３名以上で構成する会派の代表が
質問できるものです。�
  今回、７会派（３名以上の会派）
のうち、６会派の代表の方が質問
しました。

都
市
計
画
の
線
引
き
は

爽
風
ク
ラ
ブ　

松
村
頼
清　

議
員�

Ｑ　

合
併
し
た
伊
賀
市
の
一
体
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
線
引
き
問
題
は

避
け
て
と
お
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

そ
こ
で
市
全
体
の
都
市
計
画
の
方
向
と
し
て
、
線
引
き
を
外
す
方

向
で
い
く
の
か
、
市
全
体
に
線
引
き
を
し
て
い
く
の
か
、
市
長
と
し

て
方
向
性
を
示
し
て
頂
き
た
い
。

　
　

上
野
地
区
だ
け
の
線
引
き
は
お
か
し
い
の
で
は
と
の
声
が
あ
る
の

は
、
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

外
す
と
す
れ
ば
法
的
制
度
を

Ａ　

上
野
地
区
だ
け
の
線
引
き
は
不
公
平
で
は
な
い
か
と
の
声
は
聞
い

て
い
ま
す
。
線
引
き
を
外
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
か
わ
る
法
的
制
度

を
入
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
伊
賀
市
全
体
を
改
め
て

線
引
き
を
し
直
す
事
は
、
必
ず
し
も
地
域
の
発
展
の
た
め
に
は
良
い

事
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。�

　
　

今
後
は
、
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
の
中
で
、
専
門
家
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
い
て
、
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
で
あ

り
ま
す
。

地
域
医
療
と
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
改
革
に
つ
い
て

絆　

会　

小
丸
勍
司　

議
員�

Ｑ　

上
野
総
合
市
民
病
院
を
含
め
た
、
地
域
医
療
の
あ
り
方
は
、
広
域

化
と
整
理
統
廃
合
、
機
能
分
担
以
外
に
な
い
と
考
え
ま
す
。　
　

�

　
　

伊
賀
市
で
は
、
市
民
病
院
管
理
者
が
市
長
で
、
病
院
長
に
は
、
病

院
を
経
営
し
て
い
く
の
に
必
要
な
権
限
が
何
も
渡
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
な
の
に
病
院
と
い
う
24
時
間
活
動
し
て
い
る
場
所
で
は
、

ト
ッ
プ
の
迅
速
な
判
断
と
対
応
が
、
必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す
。

　

①
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
、
す
な
わ
ち
院
長
を
病
院
事
業
管
理
者

と
し
て
権
限
委
譲
し
、
病
院
経
営
責
任
の
明
確
化
、
自
立
性
の
拡

大
、
職
員
の
経
営
意
識
向
上
を
図
ら
れ
た
い
。�

　

②
院
内
活
性
化
の
た
め
、
看
護
師
か
ら
副
院
長
の
起
用
を
。
と
考
え

ま
す
が
、
市
長
、
病
院
長
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。

将
来
の
課
題
だ
と
考
え
、
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

Ａ
①
病
院
経
営
に
経
験
あ
る
人
材
を
、
民
間
か
ら
公
募
す
る
な
ど
、
将

来
の
課
題
だ
と
考
え
ま
す
。　

�

　

②
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
す
の
で
前
向

き
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

市
有
遊
休
財
産
の
有
効
活
用
は

市
民
ク
ラ
ブ　

森
本　
　

勉　

議
員�

Ｑ　

合
併
に
よ
り
、
各
地
に
使
用
し
て
い
な
い
行
政
財
産
が
多
数
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
６
０
０
余
１
０
０
万
㎡
を
超
え
る
普
通
財
産
の
中

で
、
未
利
用
の
も
の
が
30
％
を
超
え
て
い
ま
す
。�

　
　

財
政
厳
し
く
、
市
民
に
犠
牲
を
強
い
て
い
る
予
算
編
成
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
有
効
活
用
即
ち
貸
与
・
売
却
等
早
急
な
対
策
が
必
要
で
あ

る
が
、
真
剣
に
検
討
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
投
資
計
画
は
既
設
行

政
財
産
の
有
効
活
用
計
画
と
連
動
さ
せ
て
い
ま
す
か
。 

有
効
な
利
活
用
計
画
を
検
討

Ａ　

自
治
法
改
正
に
よ
り
、
行
政
財
産
で
使
用
し
て
い
な
い
物
件
は
、

貸
与
可
能
と
な
り
、
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
貸
与
も
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　
　

行
政
財
産
の
有
効
活
用
、
普
通
財
産
の
貸
与
・
売
却
等
を
含
め

て
、
早
急
に
計
画
を
立
て
ま
す
。

川
上
ダ
ム
建
設
着
手
に
対
す
る
市
長
の
考
え
方
は

維
新
の
会　

中
本
徳
子　

議
員�

Ｑ　

過
日
の
１
月
29
日
、
30
日
、
２
月
14
日
の
新
聞
報
道
の
中
で
、
川

上
ダ
ム
の
水
利
権
取
得
に
こ
だ
わ
ら
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
が
真

意
を
聞
き
た
い
。

川
上
ダ
ム
は
、
市
内
の
治
水
に
絶
対
必
要

Ａ　

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
と
の
話
し
合

い
の
中
で
、
川
上
ダ
ム
の
利
水
に
代
え

る
案
が
出
さ
れ
た
事
に
関
し
て
は
、
安

定
的
に
安
価
な
水
が
確
保
出
来
れ
ば
、

一
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ

の
基
本
は
、
市
民
に
と
っ
て
水
道
料
金

が
安
く
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で

す
。�

　
　

な
ん
と
し
て
も
、
治
水
対
策
と
、
伊

賀
水
道
用
水
の
安
定
供
給
の
た
め
に
、

早
期
の
本
体
工
事
へ
向
け
、
強
く
要
望

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

▲川上ダム　完成予想図

議
案
第
三
十
五
号�

『
伊
賀
市
柘
植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』

　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
３
条
に
基
づ
き
、
旧
伊
賀
町
の
条
例
で
あ
り
ま
し
た
「
伊
賀
町
柘

植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
」
を
暫
定
施
行
し
、
設
置
し
て
お
り
、
今
回
、
柘
植
財
産
区
議
会

か
ら
、
条
例
名
を
伊
賀
市
に
改
め
る
よ
う
に
と
の
意
向
を
受
け
、
旧
条
例
を
廃
止
し
、
新
た

に
伊
賀
市
柘
植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。�

な
お
、
こ
の
条
例
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
基
金
の
使
途
は
、
積
立
金
の
限
度
は
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
当
該
地
域
内
の
公
共
的
目
的
に
使
い
、
当
財
産
区
の
場
合
は
山
林
の
維
持
管

理
に
使
用
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。�

▼
ま
た
、
財
産
区
は
市
民
の
理
解
が
得
に
く
く
、
財
産
区
の
存
在
は
一
体
化
の
妨
げ
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
選
挙
区
・
定
数
の
変
更
が
無
い
か
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
は
、
市
内
各
地
に
区
有
林
な
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
旧
市
町
村
が
水
源
涵

養
・
自
然
林
維
持
を
目
的
と
し
て
守
り
続
け
て
来
た
も
の
で
、
今
後
も
こ
れ
を
存
続
さ
せ

た
い
。

　

ま
た
、
柘
植
地
区
内
11
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
選
出
し
て
い
る
、
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
四
十
五
号�

『
伊
賀
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

議
案
第
五
十
九
号�

『
市
営
土
地
改
良
事
業
の
経
費
の
賦
課
の
基
準
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

徴
収
の
時
期
及
び
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
』

付
託　

議
案
七
件

付
託　

議
案
一
六
件

　
　
　

請
願　

二
件

　
　
　

継
続
さ
れ
て
い
る
請
願　
　

二
件

付
託　

議
案
三
件

付
託　

議
案
六
件

　

猪
田
西
出
地
区
の
市
営
土
地
改
良
事
業
の
事
業
費
は
３
千
万
円
で
、
農
林
水
産
省
所
管
の
基
盤

整
備
促
進
事
業
に
よ
り
整
備
い
た
し
ま
す
の
で
、
事
業
費
の
国
と
県
の
負
担
割
合
は
国
50
％
、
県

10
％
と
な
っ
て
お
り
、
事
務
費
に
つ
い
て
は
国
50
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。　

ま
た
、
受
益
者
負

担
割
合
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
事
業
費
の
15
％
、
事
務
費
の
25
％
を
ご
負
担
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。�

　

更
に
、
事
業
費
、
及
び
、
事
務
費
を
合
わ
せ
た
市
の
負
担
分
は
、
国
、
県
及
び
受
益
者
負
担
分

を
除
い
た
額
で
７
百
57
万
５
千
円
を
予
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。�

受
益
者
負
担
金
の
徴
収
の
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
３
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
で
、
徴

収
の
方
法
は
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
事
業
の
工
事
内
容
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
対
象
農
業
用
排
水
路
の
現
況
が
土
水
路
の
た
め
草
の
繁
茂
、
土
砂
体
積
な
ど
で
維

持
管
理
に
困
難
を
来
た
し
て
い
る
、
よ
っ
て
、
底
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
張
り
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
の
こ
と
で
、
更
に
当
局
か
ら
、
基
本
的
に
は
、
農
地
・
水
・
環
境
の
事
業
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
盤
整
備
促
進
事
業
と
の
重
複
は
で
き
な
い
、
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
、
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
五
十
二
号�

『
伊
賀
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　

昨
年
の
４
月
20
日
に
東
京
町
田
市
の
都
営
住
宅
で
、
暴
力
団
員
に
よ
る
立
て
こ
も
り
発
砲
事
件

が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
、
公
営
住
宅
の
入
居
者
等
の
生
活
の
安
全
と
平
穏
の
確
保
を
図
る
目
的

で
、
国
土
交
通
省
が
警
察
庁
と
連
携
し
、
「
公
営
住
宅
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
の
基
本
方
針
」
を

示
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
及
び
周
辺
住
民

の
生
活
の
安
全
と
平
穏
を
確
保
す
る
た
め
、
市
営
住
宅
入
居
対
象
者
か
ら
暴
力
団
員
を
排
除
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。�

　

内
容
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
の
資
格
に
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
を
加
え
る
こ
と
や
、
同
居
の
承

認
及
び
入
居
の
承
継
に
つ
い
て
も
暴
力
団
員
で
あ
る
と
き
は
そ
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
、
入
居
者

又
は
同
居
者
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
住
宅
の
明
け
渡
し
等
を
請
求
で
き
る

こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
入
居
申
請
時
に
ど
の
よ
う
に
し
て
暴
力
団
員
と
確
認
す
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
入
居
者
の
選
考
を
行
い
入
居
内
定
者
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
に
情
報
提
供
を
求
め

る
と
の
こ
と
で
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

友
生
小
学
校
区
で
は
若
年
層
の
人
口
急
増
が
み
ら
れ
、
共
働
き
家
庭
や
核
家
族
が
多
い
こ
と

か
ら
、
今
後
も
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、
子
育
て
支
援
策
と
し
て

環
境
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
第
２
風
の
丘
」
と
し
て
、
新
た

に
60
人
定
員
の
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。�

な
お
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
ゆ
め
が
丘
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
２
つ
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
こ
れ
で

解
消
さ
れ
る
の
か
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
十
分
対
応
で
き
る
、
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。�

各常任委員会では、第３回定例会において付託された議案32
件、請願４件について審査をおこないました。審査された案
件の一部を紹介します。
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伊賀市議会だより 2008.5.1伊賀市議会だより 2008.5.1

去る、3月に開催されました第3回伊賀市議会（定例会）
では、一般質問が3月6日・7日・10日の3日間行われ、
15人の議員により市の諸問題について質問を行いました。

質問を行った議員
宮崎　由隆・葛原　香積・安本美栄子・中岡　久徳・土井　裕子・田山　宏弥・木津　直樹・森岡　昭二
桃井　隆子・森永　勝二・北出　忠良・奥　　邦雄・勝矢　節義・前田　孝也・山岡　耕道

市政に対する市政に対する

工
業
振
興
策
を
ど
う
進
め
る
の
か

親
和
ク
ラ
ブ　

英　

成
樹　

議
員�

�
Ｑ　

工
場
誘
致
に
つ
き
ま
し
て
、
雇
用
の
確
保
、
建
設
工
事
の
確

保
を
含
め
、
地
域
経
済
に
寄
与
す
る
部
分
で
大
き
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
伊
賀
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
企
業
立
地
促
進
法
に
基

づ
き
、
産
業
活
性
化
基
本
計
画
を
策
定
し
民
間
工
業
用
地
等
へ

企
業
誘
致
を
し
、
地
域
経
済
活
性
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
誘
致
活
動
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
伺

い
ま
す
。

今
後
も
一
層
、
民
間
の
工
業
団
地
活
性
化
を
進
め
た
い

Ａ　

企
業
誘
致
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
の
工
業
用
地
な
ど
を
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
、
情
報
提
供
を
行
う
方
向
で
進
め
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
当
面
は
工
業
団
地
の

※

デ
ィ
ベ
ロ
ッ

パ
ー
の
み
な
さ
ん
方
と
の
情
報
交
換
を
図
り
な
が
ら
連
絡
会
議

な
ど
を
設
け
、
今
後
一
層
、
民
間
の
工
業
団
地
の
活
性
化
を
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�

　

※
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
は�

　
　

大
規
模
に
宅
地
造
成
を
行
う
企
業
体
。
宅
地
開
発
業
者
。
都
市
開
発
業
者
。

市
長
選
出
馬
と
行
政
の
信
頼
回
復
に
つ
い
て

公
明
党　

本
村
幸
四
郎　

議
員�

�

Ｑ　

い
ろ
い
ろ
な
諸
問
題
を
抱
え
て
の
中
で
、
11
月
に
行
わ
れ
る

市
長
選
挙
に
、
今
岡
市
長
は
再
出
馬
さ
れ
る
の
か
。 �

　
　

ま
た
、
伊
賀
市
合
併
後
、
多
額
の
金
を
か
け
て
事
業
や
施
策

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
行
政
職
員
の
不
祥
事
が
多
発

し
た
事
で
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
支
持
と
理
解
が
得
ら
れ
て

い
な
い
事
は
残
念
で
す
。
今
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
信
頼
回
復

だ
と
思
い
ま
す
が
、
市
長
の
考
え
は
。

環
境
が
整
え
ば
出
馬
し
た
い

Ａ　

政
治
を
志
す
者
は
、
い
つ
選
挙
が
あ
っ
て
も
出
馬
で
き
る
体

制
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
常
在
選
挙
の
気
持
ち
が

な
け
れ
ば
政
治
家
は
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
お
か
げ
で
体
も
丈

夫
で
す
し
、
今
日
の
時
点
で
は
、
環
境
が
整
え
ば
出
馬
し
た
い

と
思
い
ま
す
。�

　
　

ご
指
摘
の
と
お
り
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
回
復
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

�

▲伊賀市役所（本庁）

６
月
定
例
会
の
開
催
日

程
（
予
定
）

６
月
定
例
会
は
、
６
月
６
日
（
金
）
か
ら
６

月
24
日
（
火
）
ま
で
の
会
期
19
日
間
の
日
程

で
開
催
の
予
定
で
す
。

�

６
月
６
日
（
金
）　

本
会
議　

開
会

　
　
　
　
　
　
　
　

議
案
上
程

　
　
　
　
　
　
　
　

提
案
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
会
付
託

６
月
12
日
（
木
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

13
日
（
金
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

16
日
（
月
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

17
日
（
火
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

18
日
（
水
）　

予
算
特
別
委
員
会

　
　

19
日
（
木
）　

各
常
任
委
員
会

　
　

20
日
（
金
）　

各
常
任
委
員
会

　
　

24
日
（
火
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　

採
決

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
会

�

※ 

本
会
議
は
市
役
所
２
階
市
議
会
議
場
で
、

委
員
会
は
２
階
市
議
会
第
１
委
員
会
室
で

開
催
さ
れ
ま
す

※ 

時
間
は
、
い
ず
れ
も
各
常
任
委
員
会
を

の
ぞ
き
、
午
前
10
時
か
ら
開
催
の
予
定
で

す
。

※ 

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
文

字
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
確
認
下

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ　

伊
賀
市
議
会
事
務
局

　
　
　
　

電
話　

22
―
９
６
８
７
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去る、3月に開催されました第3回伊賀市議会（定例会）
では、一般質問が3月6日・7日・10日の3日間行われ、
15人の議員により市の諸問題について質問を行いました。

質問を行った議員
宮崎　由隆・葛原　香積・安本美栄子・中岡　久徳・土井　裕子・田山　宏弥・木津　直樹・森岡　昭二
桃井　隆子・森永　勝二・北出　忠良・奥　　邦雄・勝矢　節義・前田　孝也・山岡　耕道

市政に対する市政に対する

工
業
振
興
策
を
ど
う
進
め
る
の
か

親
和
ク
ラ
ブ　

英　

成
樹　

議
員�

�

Ｑ　

工
場
誘
致
に
つ
き
ま
し
て
、
雇
用
の
確
保
、
建
設
工
事
の
確

保
を
含
め
、
地
域
経
済
に
寄
与
す
る
部
分
で
大
き
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
伊
賀
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
企
業
立
地
促
進
法
に
基

づ
き
、
産
業
活
性
化
基
本
計
画
を
策
定
し
民
間
工
業
用
地
等
へ

企
業
誘
致
を
し
、
地
域
経
済
活
性
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
誘
致
活
動
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
伺

い
ま
す
。

今
後
も
一
層
、
民
間
の
工
業
団
地
活
性
化
を
進
め
た
い

Ａ　

企
業
誘
致
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
の
工
業
用
地
な
ど
を
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
、
情
報
提
供
を
行
う
方
向
で
進
め
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
当
面
は
工
業
団
地
の

※

デ
ィ
ベ
ロ
ッ

パ
ー
の
み
な
さ
ん
方
と
の
情
報
交
換
を
図
り
な
が
ら
連
絡
会
議

な
ど
を
設
け
、
今
後
一
層
、
民
間
の
工
業
団
地
の
活
性
化
を
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�

　

※
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
は�

　
　

大
規
模
に
宅
地
造
成
を
行
う
企
業
体
。
宅
地
開
発
業
者
。
都
市
開
発
業
者
。

市
長
選
出
馬
と
行
政
の
信
頼
回
復
に
つ
い
て

公
明
党　

本
村
幸
四
郎　

議
員�

�

Ｑ　

い
ろ
い
ろ
な
諸
問
題
を
抱
え
て
の
中
で
、
11
月
に
行
わ
れ
る

市
長
選
挙
に
、
今
岡
市
長
は
再
出
馬
さ
れ
る
の
か
。 �

　
　

ま
た
、
伊
賀
市
合
併
後
、
多
額
の
金
を
か
け
て
事
業
や
施
策

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
行
政
職
員
の
不
祥
事
が
多
発

し
た
事
で
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
支
持
と
理
解
が
得
ら
れ
て

い
な
い
事
は
残
念
で
す
。
今
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
信
頼
回
復

だ
と
思
い
ま
す
が
、
市
長
の
考
え
は
。

環
境
が
整
え
ば
出
馬
し
た
い

Ａ　

政
治
を
志
す
者
は
、
い
つ
選
挙
が
あ
っ
て
も
出
馬
で
き
る
体

制
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
常
在
選
挙
の
気
持
ち
が

な
け
れ
ば
政
治
家
は
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
お
か
げ
で
体
も
丈

夫
で
す
し
、
今
日
の
時
点
で
は
、
環
境
が
整
え
ば
出
馬
し
た
い

と
思
い
ま
す
。�

　
　

ご
指
摘
の
と
お
り
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
回
復
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

�

▲伊賀市役所（本庁）

６
月
定
例
会
の
開
催
日

程
（
予
定
）

６
月
定
例
会
は
、
６
月
６
日
（
金
）
か
ら
６

月
24
日
（
火
）
ま
で
の
会
期
19
日
間
の
日
程

で
開
催
の
予
定
で
す
。

�

６
月
６
日
（
金
）　

本
会
議　

開
会

　
　
　
　
　
　
　
　

議
案
上
程

　
　
　
　
　
　
　
　

提
案
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
会
付
託

６
月
12
日
（
木
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

13
日
（
金
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

16
日
（
月
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

17
日
（
火
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
質
問

　
　

18
日
（
水
）　

予
算
特
別
委
員
会

　
　

19
日
（
木
）　

各
常
任
委
員
会

　
　

20
日
（
金
）　

各
常
任
委
員
会

　
　

24
日
（
火
）　

本
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　

採
決

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
会

�

※ 

本
会
議
は
市
役
所
２
階
市
議
会
議
場
で
、

委
員
会
は
２
階
市
議
会
第
１
委
員
会
室
で

開
催
さ
れ
ま
す

※ 

時
間
は
、
い
ず
れ
も
各
常
任
委
員
会
を

の
ぞ
き
、
午
前
10
時
か
ら
開
催
の
予
定
で

す
。

※ 

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
文

字
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
確
認
下

さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ　

伊
賀
市
議
会
事
務
局

　
　
　
　

電
話　

22
―
９
６
８
７
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伊賀市議会だより 2008.5.1伊賀市議会だより 2008.5.1

　伊賀市議会では、３月定例会の
み、施政方針・予算編成方針及び
教育行政方針について、代表質問
ができます。この代表質問制度は、
３名以上で構成する会派の代表が
質問できるものです。�
  今回、７会派（３名以上の会派）
のうち、６会派の代表の方が質問
しました。

都
市
計
画
の
線
引
き
は

爽
風
ク
ラ
ブ　

松
村
頼
清　

議
員�

Ｑ　

合
併
し
た
伊
賀
市
の
一
体
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
線
引
き
問
題
は

避
け
て
と
お
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

そ
こ
で
市
全
体
の
都
市
計
画
の
方
向
と
し
て
、
線
引
き
を
外
す
方

向
で
い
く
の
か
、
市
全
体
に
線
引
き
を
し
て
い
く
の
か
、
市
長
と
し

て
方
向
性
を
示
し
て
頂
き
た
い
。

　
　

上
野
地
区
だ
け
の
線
引
き
は
お
か
し
い
の
で
は
と
の
声
が
あ
る
の

は
、
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

外
す
と
す
れ
ば
法
的
制
度
を

Ａ　

上
野
地
区
だ
け
の
線
引
き
は
不
公
平
で
は
な
い
か
と
の
声
は
聞
い

て
い
ま
す
。
線
引
き
を
外
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
か
わ
る
法
的
制
度

を
入
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
伊
賀
市
全
体
を
改
め
て

線
引
き
を
し
直
す
事
は
、
必
ず
し
も
地
域
の
発
展
の
た
め
に
は
良
い

事
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。�

　
　

今
後
は
、
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
の
中
で
、
専
門
家
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
い
て
、
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
で
あ

り
ま
す
。

地
域
医
療
と
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
改
革
に
つ
い
て

絆　

会　

小
丸
勍
司　

議
員�

Ｑ　

上
野
総
合
市
民
病
院
を
含
め
た
、
地
域
医
療
の
あ
り
方
は
、
広
域

化
と
整
理
統
廃
合
、
機
能
分
担
以
外
に
な
い
と
考
え
ま
す
。　
　

�

　
　

伊
賀
市
で
は
、
市
民
病
院
管
理
者
が
市
長
で
、
病
院
長
に
は
、
病

院
を
経
営
し
て
い
く
の
に
必
要
な
権
限
が
何
も
渡
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
な
の
に
病
院
と
い
う
24
時
間
活
動
し
て
い
る
場
所
で
は
、

ト
ッ
プ
の
迅
速
な
判
断
と
対
応
が
、
必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す
。

　

①
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
、
す
な
わ
ち
院
長
を
病
院
事
業
管
理
者

と
し
て
権
限
委
譲
し
、
病
院
経
営
責
任
の
明
確
化
、
自
立
性
の
拡

大
、
職
員
の
経
営
意
識
向
上
を
図
ら
れ
た
い
。�

　

②
院
内
活
性
化
の
た
め
、
看
護
師
か
ら
副
院
長
の
起
用
を
。
と
考
え

ま
す
が
、
市
長
、
病
院
長
の
所
見
を
伺
い
ま
す
。

将
来
の
課
題
だ
と
考
え
、
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

Ａ
①
病
院
経
営
に
経
験
あ
る
人
材
を
、
民
間
か
ら
公
募
す
る
な
ど
、
将

来
の
課
題
だ
と
考
え
ま
す
。　

�

　

②
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
す
の
で
前
向

き
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

市
有
遊
休
財
産
の
有
効
活
用
は

市
民
ク
ラ
ブ　

森
本　
　

勉　

議
員�

Ｑ　

合
併
に
よ
り
、
各
地
に
使
用
し
て
い
な
い
行
政
財
産
が
多
数
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
６
０
０
余
１
０
０
万
㎡
を
超
え
る
普
通
財
産
の
中

で
、
未
利
用
の
も
の
が
30
％
を
超
え
て
い
ま
す
。�

　
　

財
政
厳
し
く
、
市
民
に
犠
牲
を
強
い
て
い
る
予
算
編
成
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
有
効
活
用
即
ち
貸
与
・
売
却
等
早
急
な
対
策
が
必
要
で
あ

る
が
、
真
剣
に
検
討
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
投
資
計
画
は
既
設
行

政
財
産
の
有
効
活
用
計
画
と
連
動
さ
せ
て
い
ま
す
か
。 

有
効
な
利
活
用
計
画
を
検
討

Ａ　

自
治
法
改
正
に
よ
り
、
行
政
財
産
で
使
用
し
て
い
な
い
物
件
は
、

貸
与
可
能
と
な
り
、
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
貸
与
も
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　
　

行
政
財
産
の
有
効
活
用
、
普
通
財
産
の
貸
与
・
売
却
等
を
含
め

て
、
早
急
に
計
画
を
立
て
ま
す
。

川
上
ダ
ム
建
設
着
手
に
対
す
る
市
長
の
考
え
方
は

維
新
の
会　

中
本
徳
子　

議
員�

Ｑ　

過
日
の
１
月
29
日
、
30
日
、
２
月
14
日
の
新
聞
報
道
の
中
で
、
川

上
ダ
ム
の
水
利
権
取
得
に
こ
だ
わ
ら
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
が
真

意
を
聞
き
た
い
。

川
上
ダ
ム
は
、
市
内
の
治
水
に
絶
対
必
要

Ａ　

淀
川
水
系
流
域
委
員
会
と
の
話
し
合

い
の
中
で
、
川
上
ダ
ム
の
利
水
に
代
え

る
案
が
出
さ
れ
た
事
に
関
し
て
は
、
安

定
的
に
安
価
な
水
が
確
保
出
来
れ
ば
、

一
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ

の
基
本
は
、
市
民
に
と
っ
て
水
道
料
金

が
安
く
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で

す
。�

　
　

な
ん
と
し
て
も
、
治
水
対
策
と
、
伊

賀
水
道
用
水
の
安
定
供
給
の
た
め
に
、

早
期
の
本
体
工
事
へ
向
け
、
強
く
要
望

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

▲川上ダム　完成予想図

議
案
第
三
十
五
号�

『
伊
賀
市
柘
植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』

　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
３
条
に
基
づ
き
、
旧
伊
賀
町
の
条
例
で
あ
り
ま
し
た
「
伊
賀
町
柘

植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
」
を
暫
定
施
行
し
、
設
置
し
て
お
り
、
今
回
、
柘
植
財
産
区
議
会

か
ら
、
条
例
名
を
伊
賀
市
に
改
め
る
よ
う
に
と
の
意
向
を
受
け
、
旧
条
例
を
廃
止
し
、
新
た

に
伊
賀
市
柘
植
財
産
区
議
会
設
置
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。�

な
お
、
こ
の
条
例
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
基
金
の
使
途
は
、
積
立
金
の
限
度
は
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
当
該
地
域
内
の
公
共
的
目
的
に
使
い
、
当
財
産
区
の
場
合
は
山
林
の
維
持
管

理
に
使
用
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。�

▼
ま
た
、
財
産
区
は
市
民
の
理
解
が
得
に
く
く
、
財
産
区
の
存
在
は
一
体
化
の
妨
げ
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
選
挙
区
・
定
数
の
変
更
が
無
い
か
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
は
、
市
内
各
地
に
区
有
林
な
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
旧
市
町
村
が
水
源
涵

養
・
自
然
林
維
持
を
目
的
と
し
て
守
り
続
け
て
来
た
も
の
で
、
今
後
も
こ
れ
を
存
続
さ
せ

た
い
。

　

ま
た
、
柘
植
地
区
内
11
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
選
出
し
て
い
る
、
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
四
十
五
号�

『
伊
賀
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

議
案
第
五
十
九
号�

『
市
営
土
地
改
良
事
業
の
経
費
の
賦
課
の
基
準
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

徴
収
の
時
期
及
び
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
』

付
託　

議
案
七
件

付
託　

議
案
一
六
件

　
　
　

請
願　

二
件

　
　
　

継
続
さ
れ
て
い
る
請
願　
　

二
件

付
託　

議
案
三
件

付
託　

議
案
六
件

　

猪
田
西
出
地
区
の
市
営
土
地
改
良
事
業
の
事
業
費
は
３
千
万
円
で
、
農
林
水
産
省
所
管
の
基
盤

整
備
促
進
事
業
に
よ
り
整
備
い
た
し
ま
す
の
で
、
事
業
費
の
国
と
県
の
負
担
割
合
は
国
50
％
、
県

10
％
と
な
っ
て
お
り
、
事
務
費
に
つ
い
て
は
国
50
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。　

ま
た
、
受
益
者
負

担
割
合
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
事
業
費
の
15
％
、
事
務
費
の
25
％
を
ご
負
担
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。�

　

更
に
、
事
業
費
、
及
び
、
事
務
費
を
合
わ
せ
た
市
の
負
担
分
は
、
国
、
県
及
び
受
益
者
負
担
分

を
除
い
た
額
で
７
百
57
万
５
千
円
を
予
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。�

受
益
者
負
担
金
の
徴
収
の
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
３
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
で
、
徴

収
の
方
法
は
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
事
業
の
工
事
内
容
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
対
象
農
業
用
排
水
路
の
現
況
が
土
水
路
の
た
め
草
の
繁
茂
、
土
砂
体
積
な
ど
で
維

持
管
理
に
困
難
を
来
た
し
て
い
る
、
よ
っ
て
、
底
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
張
り
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
の
こ
と
で
、
更
に
当
局
か
ら
、
基
本
的
に
は
、
農
地
・
水
・
環
境
の
事
業
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
盤
整
備
促
進
事
業
と
の
重
複
は
で
き
な
い
、
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
、
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
五
十
二
号�

『
伊
賀
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　

昨
年
の
４
月
20
日
に
東
京
町
田
市
の
都
営
住
宅
で
、
暴
力
団
員
に
よ
る
立
て
こ
も
り
発
砲
事
件

が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
、
公
営
住
宅
の
入
居
者
等
の
生
活
の
安
全
と
平
穏
の
確
保
を
図
る
目
的

で
、
国
土
交
通
省
が
警
察
庁
と
連
携
し
、
「
公
営
住
宅
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
の
基
本
方
針
」
を

示
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
及
び
周
辺
住
民

の
生
活
の
安
全
と
平
穏
を
確
保
す
る
た
め
、
市
営
住
宅
入
居
対
象
者
か
ら
暴
力
団
員
を
排
除
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。�

　

内
容
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
の
資
格
に
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
を
加
え
る
こ
と
や
、
同
居
の
承

認
及
び
入
居
の
承
継
に
つ
い
て
も
暴
力
団
員
で
あ
る
と
き
は
そ
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
、
入
居
者

又
は
同
居
者
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
住
宅
の
明
け
渡
し
等
を
請
求
で
き
る

こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
入
居
申
請
時
に
ど
の
よ
う
に
し
て
暴
力
団
員
と
確
認
す
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
入
居
者
の
選
考
を
行
い
入
居
内
定
者
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
に
情
報
提
供
を
求
め

る
と
の
こ
と
で
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

友
生
小
学
校
区
で
は
若
年
層
の
人
口
急
増
が
み
ら
れ
、
共
働
き
家
庭
や
核
家
族
が
多
い
こ
と

か
ら
、
今
後
も
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、
子
育
て
支
援
策
と
し
て

環
境
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
第
２
風
の
丘
」
と
し
て
、
新
た

に
60
人
定
員
の
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。�

な
お
、
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
す
。�

▼
委
員
か
ら
、
ゆ
め
が
丘
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
２
つ
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
こ
れ
で

解
消
さ
れ
る
の
か
、
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。�

▽
当
局
か
ら
、
十
分
対
応
で
き
る
、
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
ま
し
た
。�

�

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。�

各常任委員会では、第３回定例会において付託された議案32
件、請願４件について審査をおこないました。審査された案
件の一部を紹介します。
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◎は委員長、○は副委員長
各常任委員、議会運営委員、一部事務組合議員
などは、次のとおり決まりました。議 会 構 成議 会 構 成

田山　宏弥、渡久山カナエ、森本　　勉、森永　勝二、森野　廣榮

◎中本　徳子、○森永　勝二、　森　　正敏、
　恒岡　弘二、　土井　裕子、　英　　成樹、
　宮埼　由隆、　森岡　昭二、　本村幸四郎

◎北出　忠良、○田山　宏弥、木津　直樹、
　大西　保定、　桃井　隆子、安本美栄子、
　小丸　勍司、　森野　廣榮、葛原　香積

◎今井　博昭、○渡久山カナエ、
　森本　　勉、　今井　由輝、　坂井　　悟
　中岡　久徳、　馬場登代光、　前川　款昭

◎空森　栄幸、○松村　頼清、本城　善昭、
　前田　孝也、　岩田　佐俊、奥　　邦雄、
　勝矢　節義、　山岡　耕道

【伊賀市・名張市広域行政事務組合】8人�
北出　忠良、空森　栄幸、森　　正敏、今井　博昭、
中本　徳子、恒岡　弘二、森岡　昭二、前川　款昭

◎恒岡　弘二、○馬場登代光、田山　宏弥、木津　直樹、大西　保定、
　土井　裕子、　安本美栄子、葛原　香積

【三重県後期高齢者医療広域連合】1人�
森岡昭二

【伊賀南部環境衛生事務組合】4人�
本城善昭、宮崎由隆、山岡耕道、森野廣榮

爽風クラブ　３人�　　　　　　◎北出　忠良、木津　直樹、松村　頼清�
清風クラブ　３人�　　　　　　◎今井　博昭、大西　保定、中岡　久徳�
公明党　　　３人�　　　　　　◎本村幸四郎、渡久山カナエ、土井　裕子�
維新の会　　５人�　　　　　　◎今井　由輝、本城　善昭、中本　徳子、安本美栄子、山岡　耕道�
親和クラブ　４人�　　　　　　◎奥　　邦雄、前田　孝也、英　　成樹、馬場登代光�
絆　会　　　３人�　　　　　　◎小丸　勍司、恒岡　弘二、森野　廣榮�
爽政クラブ　４人�　　　　　　◎空森　栄幸、田山　宏弥、森　　正敏、岩田　佐俊　�
改革クラブ　４人�　　　　　　◎桃井　隆子、坂井　　悟、宮崎　由隆、葛原　香積�
会派に所属していない議員　４人�　　森本　　勉（市民クラブ）、勝矢　節義、
　　　　　　　　　　　　　　　　森永　勝二（日本共産党）、前川　款昭（市民クラブ）

総　務　常任委員会　9人総　務　常任委員会　9人 教育民生常任委員会　9人教育民生常任委員会　9人

建設水道常任委員会　8人建設水道常任委員会　8人産業経済常任委員会　8人産業経済常任委員会　8人

議会運営委員会　8人議会運営委員会　8人

広報委員会　5人広報委員会　5人

組合議会議員組合議会議員

会派名及び構成議員の一部変更がありました。会派名及び構成議員の一部変更がありました。

伊賀市議会だより 2008.5.1

3月定例会議案等の審議結果をお知らせします！3月定例会議案等の審議結果をお知らせします！
３月定例会での提出案件は、市長提出議案71件、議員提出議案４件、請願４件〔（継続審査を含む）本人より取
り下げ１件〕でした。

議案番号
審査した委員会

議決結果案　　　　　　件
議案第3号� 平成20年度三重県伊賀市一般会計予算 � � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永・小丸　　　　　
　　　　　　　　　反対理由：新築３年の友生小学校で造成工事はおかしいのではないか（小丸）
　　　　　　　　　川上ダム、同和事業等推進と、生活保護者への夏季冬季見舞支給手当の廃止など弱者に厳しい予算（森永）�
議案第4号� 平成20年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：65歳から74歳の国保税を年金からひくことに反対。また、国保税を下げるべきである�
議案第5号� 平成20年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第6号� 平成20年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第7号� 平成20年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第8号� 平成20年度三重県伊賀市老人保健特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第9号� 平成20年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：サービスが低下している�
議案第10号� 平成20年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第11号� 平成20年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第12号� 平成20年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第13号� 平成20年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第14号� 平成20年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：北出・木津・奥・勝矢・土井・宮崎・本村・葛原
　　　　　　　　　反対理由：事業には理解をするが、市民への説明が不十分で理解を得られていない（本村）
　　　　　　　　　　　　　　弱者を考えると、３階・４階に施設を入れることは反対（宮崎）�
議案第15号� 平成20年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　賛成しなかった議員：森・森永
　　　　　　　　　反対理由：７５歳以上の差別医療を進める医療制度に反対（森永）�
議案第16号� 平成20年度三重県伊賀市病院事業会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第17号� 平成20年度三重県伊賀市水道事業会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第18号� 平成20年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第19号� 平成20年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算� � 全会一致� 可決�
議案第20号� 平成19年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第21号� 平成19年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第22号� 平成19年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決
議案第23号� 平成19年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第24号� 平成19年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）� � 全会一致� 可決�
議案第25号� 平成19年度三重県伊賀市老人保健特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第26号� 平成19年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第27号� 平成19年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第28号� 平成19年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第29号� 平成19年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第30号� 平成19年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計補正予算（第２号）� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川　　　　　　賛成しなかった議員：宮崎・葛原�
議案第31号� 平成19年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第32号� 平成19年度三重県伊賀市水道事業会計補正予算（第３号）� � 全会一致� 可決�
議案第33号� 平成19年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計補正予算（第１号）� � 全会一致� 可決�
議案第34号� 平成19年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計補正予算（第２号）� � 全会一致� 可決�
議案第35号� 伊賀市柘植財産区議会設置条例の制定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�
議案第36号� 伊賀市教育行政評価委員会の設置に関する条例の制定について� � 全会一致� 可決
議案第37号� 伊賀市特別用途地区建築条例の制定について� � 全会一致� 可決�
議案第38号� 行政組織変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：土井・本村�
議案第39号� 伊賀市男女共同参画推進条例等の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員:中岡　　　　�
議案第40号� 伊賀市土地開発基金条例の一部改正について� � 起立多数� 可決 
　　　　　　　　　賛成しなかった議員:中岡　�
議案第41号� 伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について� � 起立多数� 可決　
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永・森野
　　　　　　　　　反対理由：職員の休憩時間が減ることに反対（森永）�
議案第42号� 伊賀市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�

■市長提出議案

平成20年4月18日現在
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平成20年
第4回臨時会

議　長に　森岡昭二　氏

副議長に　森　正敏　氏

議　長に　森岡昭二　氏

副議長に　森　正敏　氏
を選出

平成20年4月15日、第4回伊賀市議会（臨時会）が開催され、議会役員の改選に伴い、正・副議長選挙、
議会選出の監査委員の選任同意ほか、各常任委員長副委員長等の選任が行われました。�

新役員選出の結果、議長に森岡昭二氏、副議長に森　正敏氏が当選しました。また、議会選出の監査委員
として、勝矢節義氏の選任に同意しました。

議会の新役員体制が決まりました議会の新役員体制が決まりました議会の新役員体制が決まりました

勝矢　節義　議会選出監査委員 森　　正敏　副議長 森岡　昭二　議長

こ
の
た
び
の
議
会
役
員
選

挙
に
伴
い
ま
し
て
、
不
肖
私

が
議
長
の
大
役
を
お
受
け
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

行
政
と
の
緊
張
関
係
を
保

持
し
な
が
ら
伊
賀
の
ま
ち
づ

く
り
を
積
極
的
に
推
進
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
方
の
ご
期
待

に
添
え
ら
れ
る
よ
う
、
全
身

全
霊
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
ご
指
導
、
ご
鞭

撻
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。こ

の
た
び
臨
時
議
会
の
役

員
選
挙
で
副
議
長
の
重
責
を

担
う
事
に
な
り
ま
し
た
。
議

長
を
強
力
に
サ
ポ
ー
ト
す
る

と
同
時
に
、
昨
年
３
月
議
会

で
決
め
ら
れ
た
、
全
国
初
の

議
会
基
本
条
例
の
更
な
る
充

実
を
図
り
、
前
文
に
う
た
わ

れ
て
い
ま
す
「
市
民
に
開
か

れ
た
議
会
、
市
民
参
加
を
推

進
す
る
議
会
」
を
推
し
進
め

て
い
く
所
存
で
す
。

行
政
に
対
す
る
批
判
監
視

を
厳
し
く
し
て
い
く
と
共
に
、

積
極
的
な
政
策
提
言
の
出
来

る
議
会
を
目
指
し
ま
す
の
で
、

ご
支
援
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

引
き
続
い
て
選
任
を
い
た

だ
き
、
重
責
を
担
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
従
来
の
財
務

監
査
、
経
営
事
業
監
査
に
加

え
て
随
時
監
査
と
し
て
、
行

政
監
査
、
能
率
監
査
を
内
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議案第43号� 伊賀市地区市民センター条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第44号� 伊賀市手数料条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第45号� 伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第46号� 伊賀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第47号� 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例及び伊賀市健診センター設置条例の一部改正について � 全会一致� 可決�
議案第48号� 伊賀市特別会計条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：後期高齢者医療制度から特別会計として独立したもので制度自体が反対（森永）�
議案第49号� 伊賀市立上野総合市民病院の診療報酬額の基準及び使用料、手数料等に関する条例の一部改正について� 全会一致� 可決�
議案第50号� 伊賀市集会施設条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第51号� 伊賀市建築基準法関係手数料条例の一部改正について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：物価の値上がりで市民の生活が大変、このような時、公共料金の値上げはさけるべき（森永）�
議案第52号� 伊賀市営住宅管理条例の一部改正について� � 全会一致� 可決�
議案第53号� 伊賀市田端達郎奨学基金の設置及び管理に関する条例の廃止について� � 全会一致� 可決�
議案第54号� 伊賀市子ども読書活動推進計画の策定について� � 全会一致� 可決�
議案第55号� 伊賀市水道事業基本計画の策定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永
　　　　　　　　　反対理由：無駄な川上ダム事業のみに頼った伊賀市水道計画に反対　　　�
議案第58号� 市営土地改良事業の施行について� � 全会一致� 可決�
議案第59号� 市営土地改良事業の経費の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法を定めることについて� 全会一致� 可決�
議案第60号� 伊賀市土地開発公社定款の一部変更について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：中岡�
議案第61号� 市道路線の認定について� � 全会一致� 可決�
議案第62号� 市道路線の変更について� � 全会一致� 可決�
議案第63号� 平成１９年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第４号）� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　欠席：前川
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：宮崎・葛原　
議案第64号� 伊賀市国民健康保険給付費支払準備基金条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第65号� 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例等の一部改正について� � 全会一致� 可決　
議案第66号� 伊賀市国民健康保険条例の一部改正について　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　 　　　　　  全会一致� 可決
議案第67号� 伊賀市公民館条例の一部改正について� � 全会一致� 可決
議案第68号� 指定管理者の指定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：大西・森永
　　　　　　　　　反対理由：児童クラブはきちんと行政がみるべきであり指定管理制度には反対（森永）　　　    
議案第69号� 指定管理者の指定について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：大西・中岡・森永　　
議案第70号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第71号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第72号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第73号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第74号� 人権擁護委員候補者の推薦について� � 全会一致� 同意
議案第75号� 伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について� � 全会一致� 可決

発議第2号� 道路特定財源の確保を求める意見書（案）の提出について� � 起立多数� 可決
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：森永　森野       　　欠席議員：宮崎　　
　　　　　　　　　反対理由：10年間で59兆円という無駄な事業はやめ、一般財源で伊賀市に必要な事業の推進を（森永）　　
　　　　　　　　　　　　　　透明性をもってもっと議論すべき（森野）　　
発議第３号� 三重県ごみ固形燃料発電所ＲＤＦ処理委託料値上げ等に反対する意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決
発議第４号� 賃金不払残業と過重労働による健康障害の解消を求める意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決
　　　　　　　　　退席した議員　本城・山岡・小丸
発議第５号� 有害物質が確認された既存処理施設における廃棄物の全量撤去を求める意見書（案）の提出について� 全会一致� 可決

継続審査となっていた請願第25号　養鶏場による生活環境水準悪化に伴う行政指導の強化を求めることについて� 起立多数� 不採択
　　　　　　　教育民生常任委員会の結果：不採択とすべきものになり、それを本会議に報告をしました。
　　　　　　　本会議で審議をした結果： 不採択の報告に対し、下記の議員が反対しました。
　　　　　         　本城・森本・今井由・坂井・中本・恒岡・森岡・森永・安本・山岡・森野
　　　　　　　　　理由：三者協議でうまく進められないから請願が出されているのに、採択すべき（恒岡）
　　　　　　　　　　　　地元の人は非常に悩まれ不安があるので請願が出された。ぜひ採択すべき（安本）
　　　　　　　　　　　　行政にきちんと対応をさせる意味合いから採択をすべき（森永）　　　　　　　　　　
請願第29号　賃金不払残業と過重労働による健康障害の解消に関する請願書� � 起立多数� 採択
　　　　　　　　　賛成しなかった議員：本城・山岡・小丸
請願第30号　有害物質が確認された既存処理施設における廃棄物の全量撤去を求める請願� � 全会一致� 採択

議案番号 審査した委員会 議決結果案　　　　　　件

■議員提出議案

■請願
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4月17日　NHK教育テレビ『天才てれびくんMAX』に
生出演した子どもたち

特別委員会の　　
　　報告をします
特別委員会の　　
　　報告をします
特別委員会の　　
　　報告をします

農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」問題調査特別委員会

　農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」問題に係る農業振興地域整備計画変更申出に関する事項、
及び同問題に係る伊賀市農業振興地域整備促進協議会議事録に関する事項を調べる必要がある事から、平成19年9
月20日に特別委員会が設置されました。�
　委員会では20回の会議を開催し、調査を行ってきました。うち、証人、参考人の聞き取り調査を8回を行ってき
た結果、次のとおり委員長報告がされました。〈本文抜粋〉�
（前略）本委員会の調査の中で判明した事は、伊賀市農業振興地域整備促進協議会副会長である市議会議員中岡久
徳氏が農事組合法人「伊賀の里モクモク手づくりファーム」が事業主体である二つの事業に深く関与している事実
である。（中略）議員の身分にあるものが、民間の許認可事業に深く関与していたことは、非常に残念（中略）こ
の様なことが二度と起こることのないよう、議会として、伊賀市議会議員政治倫理条例において懲罰を科すること
ができるよう改正を行うべきであると考える。�
　また、市長に対して次のとおり２点を要請しました。（本文抜粋）�
・これらの問題において、権限を行使するものが取った行動や政策において、責任を負い、その所在を外部に向か

って公開する（中略）説明責任を果たし、旧態依然とした組織風土を抜本的に改革すること。�
・（前略）議員等の口利きに対応するための「職員に対する働きかけに関する取扱要綱」はあるものの、実質機能

しているとは考えがたい。よって、当該要綱を充実させるとともに、伊賀市議会基本条例第８条第１項第４号で
規定した「議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、
対応及び経過等を記録した文書を作成する」ことを行政職員に対し実効されるよう指導するとともに、（中略）
法令順守を徹底させること。�

　最後に、我々議員は、本委員会調査結果を真摯に受け止め、伊賀市自治基本条例第41条でいう「議員の責務」を
旨に行動すべきであることを再認識させられたところである。�

平成20年2月27日　　�
�
　　委 員 長：勝矢�
　　副委員長：本村�
　　委　　員：松村、奥、坂井、安本、小丸

前総務部長問題調査特別委員会

　前総務部長の不祥事に関して、市議会として、市民
への説明責任を果たすがため、その事実関係の調査を
行うため1月15日に設置されました�
　これまで10回の委員会を開催し、3名から事情を聞
くなどし、次とおり委員長報告がされました。（本文
抜粋）�
（前略）市長は、市幹部の登用などにあたっては、今
回の事件を教訓に、慎重な人選を行われるよう強く望
むとともに、長谷川を市の要職に任命した責任につい
ては、市民への説明責任と市民に見えるかたちでの責
任を全うされたい。�
　最後に委員会として、市長に対し、長谷川の事件の
舞台となったのが、市役所内であり、且つ、税金に関
しての詐欺であったことを重く受け止め、徹底した再
発防止策を早期に講じられ、また、職員に対しては、
公務員としての倫理観の向上とコンプライアンス、い
わゆる、順法精神の涵養に努められんことを強く求め
るものである。�

平成20年3月25日�
　�
　　委 員 長：山岡�
　　副委員長：宮崎�
　　委　　員：北出、大西、土井、英

庁舎建設問題特別委員会

　伊賀市の事業計画の一つとして庁舎建設があります。�
　議会として、市民の安心・安全な暮らしを支える庁�
舎建設に関して、位置、規模、資金計画などを含め�
た調査、研究及び審査を行うため、庁舎建設問題特別委員
会は、10名の議員で平成19年9月28日に設置されました。
　委員長報告では、2月18日に、川越町、鈴鹿市の庁舎を
視察した、建設概要など、詳細な内容が報告されました。
�
平成20年3月25日�

委 員 長：葛原　�
副委員長：恒岡�
委　　員：北出、松村、今井由、大西、桃井、土井、　　

馬場、森岡、

皆さんからのご意見・ご感想をお待ちしております。
TEL（0595）22-9687　／　FAX（0595）24-7901

▲平成19年1月に竣工した川越町庁舎


